
バス路線の再編　　　　問　まちづくり推進課　地域振興係　☎0968・86・5721

編成される路線と内容

再編の実施時期　令和３年４月１日

　乗務員不足やバス利用者の減少により路線維持が難しいなか、利用が少ない路線を整理、集約す
ることにより地域公共交通の維持を図るため、次のとおりバス路線が再編されます。
　利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

※バス路線再編に関する詳しいお問い
合わせは、産交バス株式会社玉名営業
所（☎0968・57・0100）までお願い
します。

※玉名山鹿線（東郷経由）は、町道蛇
田高野線を運行するルートから、県道
16号線を運行するルートに変更となり
ます。

町からのお知らせ

路線名 再編内容 運行便数
現行 再編後

① 玉名山鹿線
（下津原経由） 路線の廃止

平日 ４便 ０便
土曜 ４便 ０便
日曜 ４便 ０便

② 玉名山鹿線
（米の岳経由） 減便

平日 16便 ８便
土曜 16便 ６便
日曜 13便 ６便

③ 玉名山鹿線
（東郷経由）

ルート変更（※）
減便（日曜のみ）

平日 12便 12便
土曜 ８便 ８便
日曜 ９便 ８便

バス路線の再編について
乗務員不足やバス利用者の減少により路線維持が難しいなか、利用が少ない路線

を整理、集約することにより地域公共交通の維持を図るため、次のとおりバス路線
が再編されます。

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

１ 再編される路線及び内容

路線名 再編内容 運行便数

現行 再編後

① 玉名山鹿線（下津原経由） 路線の廃止

平日 便 便

土曜 便 便

日曜 便 便

② 玉名山鹿線（米の岳経由） 減便

平日 便 便

土曜 便 便

日曜 便 便

③ 玉名山鹿線（東郷経由）
ルート変更（※）
減便（日曜のみ）

平日 便 便

土曜 便 便

日曜 便 便
※玉名山鹿線（東郷経由）は、町道蛇田高野線を運行するルートから、県道 号線を

運行するルートに変更となります。

（県道 号線） 東郷農協前

（町道蛇田高野線）

【廃止】パナソニック入口（旧）

パナソニック
入口（新）

【廃止】岩尻【廃止】久米野

【廃止】蛇田（旧）

蛇田（新） 岩尻南（新）

←至玉名

前原

至山鹿→

味千
ラーメン

≪ 再編後の運行ルート ≫

【廃止】大久保 【廃止】大久保
公園前

２ 再編の実施時期
令和３年４月１日
※バス路線再編に関する詳しいお問い合わせは、産交バス株式会社玉名営業所
（☎ ）までお願いします。

問い合わせ先 まちづくり推進課地域振興係 ☎

運行ルート再編の内容

旧菊水西小学校跡地施設の活用が決定
問　まちづくり推進課　企業誘致係　☎0968・86・5721

　令和２年３月に閉校した旧菊水西小学校の学校跡
地施設の活用方法については、公募型プロポーザル
で活用事業者を募集し、契約候補者を選定しました。
　令和２年12月町議会で旧菊水西小学校跡地施設
の売買について承認を得ましたので契約を締結し、今
後、活用が進められます。
活用事業者　有限会社ミドリ
　　　　　　ワンズホビー
事 業 内 容　農業用ドローン販売、開発、講習など
　　　　　　ラジコンカー、ミニ四駆販売など
契　約　日　１月27日

左から髙巢町長、ミドリ代表取締役　上原泰臣氏、
ワンズホビー代表　内田真悟氏

町からのお知らせ

総務課　　 ☎ 0968・86・5720　　（警察の相談窓口＃ 9110）消費生活相談窓口

Ａ
　新社会人の中でも成人の場合、親の同意なく自由に契約できるようになり、
未成年者を理由とした取り消しができなくなるワン。それを狙い撃ちする悪質
な業者による高額な契約トラブルが増えるワン。

（なごワン）

Ｑ 　なごワン、春になって、新社会人としてスタートする人たちが消費者として気
をつけたほうがいいこと教えて。

新社会人の皆さんへ

ちょっと待って

Ｑ 　成人になると、自らの責任で、さまざまな契約が自由にできるけど、その分
責任が伴うんだね。契約する時に注意する点を詳しく教えて。（安　しん子ちゃん）

Ａ　契約する前に次のことに気をつけるワン。

（なごワン）

（安　しん子ちゃん）

契約するときは、本当に必要か、支払いは大丈夫かしっかり考えて！
インターネットの情報をうのみにしない。
簡単にもうかる話はありません。うまい話には飛びつかない。
クレジットカード払いは借金です。自分で払える範囲で利用する。
契約をせかすものは相手にしない。
迷ったらその場で契約せずに契約する前に信頼できる大人に相談する。

新型コロナウイルスワクチン接種に向けて準備を進めています
問　健康福祉課　保健予防係　☎0968・86・5724

　新型コロナウイルスワクチンの接種を実施しま

す。

　新型コロナウイルスワクチンの接種を希望する

人は、原則として住民票所在地の市町村で接種を

することになります。

　長期入院などのやむを得ない事情がある人は、住

民票所在地以外でも接種することが可能です。

　接種に関する案内は、郵送による個別通知のほ

か、町のホームページや防災無線などで随時情報

を発信する予定です。

ワクチン接種の優先順位

１ 医療従事者など

２
令和３年度中に65歳以上になる人
（昭和32年４月１日以前に生まれた人）
高齢者施設などで従事する人

３ 64歳以下の人で基礎疾患がある人

４ 16歳以上の人で上記以外の人

※上記の情報は、２月中旬時点の情報です。

　内容が変更になる可能性もあります。
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